
 

有料老人ホームあんしん村 重要事項説明書 p1 

有料老人ホームあんしん村 

入居契約 兼 特定施設入居者生活介護利用契約 

重要事項説明書 

最終更新日：令和６年７月１日 

説明をした日付 説明をした者の署名(印不要) 説明を受けた者の署名(印不要) 

年   月   日 
   

 

１． 事業主体概要 

法人等の種類 有限会社 

名称・ふりがな 
ゆうげんがいしゃ あんしんむらぐるーぷ 

有限会社 あんしん村グループ 

主たる事務所の所在地 
〒９１８－８２０５ 

福井市北四ツ居２丁目７－１７ 

連絡先 

電話番号 （０７７６）５４－２９３１ 

FAX番号 （０７７６）５４－２９５６ 

ホームページ http://ansinmura.jp/ 

代表者の氏名及び職名 
職名 代表取締役 

氏名 林 智之（はやし ともゆき） 

設立年月日 平成１７年１月６日 

基本財産・資本金 

主な出資者とその金額 
代表取締役・林智之（資本金 ３００万円） 

当該県内で実施する 

他の介護サービス 

(1) あんしん村サポートセンター 

・居宅介護支援、介護予防支援 R6/4/1 変更 

・訪問介護、介護予防訪問介護、A2 独自型訪問 

(2) 有料老人ホームあんしん村 

・特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 

・特定施設入居者生活介護（短期利用） 

(3)あんのんデイサービス 

  ・地域密着型通所介護、A6独自型通所 

 

２． ホーム概要 

名称 
ゆうりょうろうじんほーむ あんしんむら 

有料老人ホームあんしん村 

所在地 
〒９１８－８２０５ 

福井市北四ツ居２丁目７－１７ 

連絡先 

電話番号 （０７７６）５４－２９３１ 

FAX番号 （０７７６）５４－２９５６ 

ホームページ http://ansinmura.jp/ 

開設年月日 平成１８年８月２１日 

□お客様控え 

□ホーム控え 
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管理者の氏名及び職名 職名・氏名 ホーム長・林 智之 

ホームまでの 

主な交通手段 

すまいるバス(日之出・城東)「大森整形外科前」徒歩５分(約４００ｍ) 

京福バス「円山校前」徒歩１０分(約７００ｍ) 

施設の類型 

類型：介護付有料老人ホーム 

表示事項 

① 居住の権利形態：建物賃貸方式 

② 利用料の支払方式：月払い方式 

③ 入居時の要件：入居時自立・要介護・要支援 

④ 介護保険：福井県指定介護保険特定施設（一般型特定施設） 

⑤ 介護居室区分：全室個室 

⑥ 介護にかかわる職員体制： ３．０：１以上 

介護保険事業所番号 

特定施設入居者生活介護：指定番号 1870101472 

特定施設入居者生活介護（短期利用）：指定番号 同上 

介護予防特定施設入居者生活介護：指定番号 1870101472 

特定施設入居者生活介護 

について 

事業の開始年月日 平成１８年８月２１日 

指定の年月日 平成１８年８月２１日 

指定の更新年月日 平成３０年８月１８日 

敷地概要（権利関係） 
敷地：２，０３０㎡ 

権利関係：借地(平成１８年３月１日より５０年間の借地契約締結済) 

建物概要（権利関係） 

建物（延床面積）：２，１４４㎡ 

所有：自己所有（根抵当権設定あり） 

建物構造：鉄骨造３階建（耐火建築） 

居室 

（一般居室・介護居室）、 

一時介護室の概要 

Aタイプ居室 ２３．７８㎡、２階・１４室 

(東棟)１９．８㎡・７室、２０．４㎡・８室 

Bタイプ居室 １６．２７㎡、１階・７室 

Cタイプ居室 ４８．８４㎡・３室 

Dタイプ居室 ３０．５７㎡・１室、(東棟)２８．２㎡・１室 

一般居室・介護居室の内訳は以下の通り 

介護居室 ３０室 特定施設入居者生活介護（予防含む）を利

用する居室、詳しくはお問合せ下さい 

一般居室 ４室 自立の方、居宅扱いの方 

一時介護室 １室 静養・観察・看取り時に使用 
 

浴室、食堂、 

機能訓練室の概要 

・ 一般居室内浴室：Cタイプに設置 

・ 大浴場：１階に１箇所、４０㎡、定員４名、脱衣室には床暖房有 

・ 特別浴室（機械浴）：１箇所、大浴場に併設・未使用時はカーテン

で仕切り 

・ 個別浴室：２階に１箇所、７㎡ 

・ 食堂：１階に１箇所、８２㎡、機能訓練室と兼用 

・ 機能訓練室：１階に１箇所、８２㎡ 

共用施設概要 

・ コモンリビング：１階、３０㎡、外来者用 

・ １階リビング：Bタイプ居室用、３０㎡、床暖房有 

・ ２階リビング：Aタイプ・Dタイプ居室用、６０㎡ 

緊急通報装置等 

緊急連絡・安否確認 

・ 各居室(枕元・トイレ・浴室※)にナースコール、スピーカー 

※浴室は Cタイプ居室のみ 

・ 便所、浴室、エレベータには緊急通報装置 

・ 自動火災報知器 
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３． 従業者に関する事項               令和６年７月１日現在 

(1) 職種別の従業者の人数及びその勤務形態（有料老人ホーム） 

実人数 
常勤 非常勤 

合計 
常勤換算 

人数 専従 非専従 専従 非専従 

ホーム長  １   １  

介護職員    ３ ３ ０．３ 

栄養士  １   １ ０．１ 

調理員  １ ４  ５ ３．５ 

事務員    ２ ２ １．０ 

その他従業者       

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 

※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき

時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 

４０．０ 

従業者である介護職員が有している資格 

 
延人数 

常勤 非常勤 

専従 非専従 専従 非専従 

介護福祉士 － － － ２ 

夜勤を行う看護職員及び 

介護職員の人数 

最小時の人数（宿直の従業者を除いた人数） １ 

平均時の人数 １ 

 

 

(2) 職種別の従業者の人数及びその勤務形態（特定施設入居者生活介護） 

実人数 
常勤 非常勤 

合計 
常勤換算 

人数 専従 非専従 専従 非専従 

生活相談員  ２   ２ １．０ 

看護職員  ２  ２ ４ ３．０ 

介護職員  ６ ４ ３ １３ ６．７ 

機能訓練指導員  ２   ２ ０．２ 

計画作成担当者  １  １ ２ ０．８ 

１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 
※常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき

時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数をいう。 

４０．０ 

従業者である介護職員が有している資格 

 
延人数 

常勤 非常勤 

専従 非専従 専従 非専従 

看護師 － ２ － ２ 

準看護師 － － － － 

介護福祉士 － ６ １ ３ 

介護支援専門員 － １ － １ 

初任者研修 － － １ － 

従業者である機能訓練指導員が有している資格 

 
延人数 

常勤 非常勤 

専従 非専従 専従 非専従 

看護師 － ２ － － 

管理者の他の職務との兼務の有無 あり 

 管理者が有している当該業

務に係る資格等 
あり 

資格等の名称： 

看護師 
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特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護職員及び介護職員の常 

勤換算方法による人数の割合（小数点第二位以下切り捨て） 
３．０：１ 

 

(3) 従業者の当該介護サービスに係る業務に従事した経験年数等 

実人数 
看護職員 介護職員 生活相談員 

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 

前年度１年間の採用者数 － － － － － － 

前年度１年間の退職者数 １ － １ － － － 

従事中の職員の経験年数       

 

1年未満の者の人数 － － － － １ － 

1年～3年未満の者の人数 － － － ２ － － 

3年～5年未満の者の人数 － － ４ ２ － － 

5年～10年未満の者の人数 － － ２ ２ １ － 

10年以上 ２ １ １ ２ － － 

実人数 
機能訓練相談員 計画作成担当者  

常勤 非常勤 常勤 非常勤   

前年度１年間の採用者数 － － － １   

前年度１年間の退職者数 １ － － －   

従事中の職員の経験年数       

 

1年未満の者の人数 － － １ １   

1年～3年未満の者の人数 － － － －   

3年～5年未満の者の人数 － － － －   

5年～10年未満の者の人数 － － － －   

10年以上 ２ １ － －   

従業者の健康診断の実施状況 あり 夜勤者は年 2回、その他の者は年 1回実施 

(4) 夜勤を行う看護職員及び介護職員の人数 

人数 
夜勤帯平均人数 

（１９時～翌７時） 

最少時人数 

（休憩時間を除く） 

看護職員 ０（ただしオンコール待機） ０ 

介護職員 ２ １（休憩中もオンコール待機） 
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４． サービスの内容 

（１） 施設の運営に関する方針 

・お客様が安心して生活できる環境・設備を提供します 

・お客様の多様なニーズに応え、自立のための助力を致します。 

・地域に密着したコミュニティを目指します。 

 

（２） 介護サービスの内容、利用定員等 

1.介護報酬の加算の有無 

個別機能訓練の実施、夜間看護体制加算、医療機関との連携加算、 

看取り介護、介護職員処遇改善加算、サービス提供体制強化加算、 

栄養スクリーニング加算、生活機能向上連携加算、 

人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無 

（後述） 

2.利用者の個別的な選択による介護サービスの実施状況 別 紙 

3.協力医療機関の名称と協

力の内容（診療科名） 

(1)嶋田病院（下記） 

外科、内科、整形外科、脳神経外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科等 

協力内容：入居者の健康管理、健康診断、訪問診療 

(2)本多整形外科医院（整形外科） 

(3)三船内科クリニック（内科）、訪問診療対応 

4.協力歯科医療機関 丸田歯科医院、英歯科（訪問診療） 

5.協力調剤薬局 福井調剤薬局、南山堂薬局北四ツ居店 

6.要介護時における居室の

住み替えに関する事項 

一般居室と介護居室は同一のため、住み替えはしません 

7.入居後に居室を住み替え

る場合 

医師の意見・一定の観察期間を設ける・入居者及びその家族への費

用や部屋の説明・意見を聞くなど、十分検討した上で住み替えるこ

とがあります。入居金の差がある場合、返還したり追加徴収するこ

とがあります。 

8.施設の入居に関する要件 以下の方を対象としています。 

・ 自立されている方 

・ 要介護、要支援の認定を受けている方または申請中の方 

入居に当たっての留意事項は次のとおりです。 

・ 言動、行為による他人への迷惑行為がみられる方 

・ 認知症がひどく、徘徊・行方不明の頻度が高い方 

・ その他、ホーム長が認める方 

9.契約の解除の内容 入居契約書に定めるとおり 

10.体験入居の内容 入居を希望される居室で体験することができます。食事や介護サー

ビスは実際入居された場合と同じようにご提供致します。 

11.入居定員 ３９名（１名用個室２９室、２名用居室５室） 

12. 一時介護室を利用する

場合 

２室目を利用する場合があります。 

これは、本人の体調・感染症の予防などを判断して、スタッフの近

くで静養が必要と判断された場合、看取り対応時に、利用者または

家族の同意を得て、一時的に寝泊りする場合があります。(３泊を超

える場合、利用料は１泊２０００円) 
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（３） 入居者の状況                        令和６年７月１日現在 

入居者の人数 

 
自

立 

事
業
対
象
者 

要
支
援
１ 

要
支
援
２ 

要
介
護
１ 

要
介
護
２ 

要
介
護
３ 

要
介
護
４ 

要
介
護
５ 

合計 

～６４歳           ０ 

６５～７４歳          ０ 

７５～８４歳 １    ２ ３ １   ７ 

８５～９４歳 １ １ １ １ ４ ２ ６ ３  １９ 

９５歳～     １ ２ ２  １ ５ 

小計 ２ １ １ １ ７ ７ ９ ３ １ ３１ 

入居者の平均年齢 ８８歳 

入居者の男女別人数 女性 ２６名 男性 ５名 

入居率（一時的に不在となっている方を含みます） ８８％（３０室／３４室）  

過去１年に退居され

た方の人数 

 

 
自

立 

事
業
対
象
者 

要
支
援
１ 

要
支
援
２ 

要
介
護
１ 

要
介
護
２ 

要
介
護
３ 

要
介
護
４ 

要
介
護
５ 

合計 

自宅等 １         １ 

社会福祉施設           

医療機関      ２ １  １ ４ 

死亡者       ２ ２  ４ 

その他     １      

小計     １ ２ ３ ２ １ １０ 

入居者の

入居期間 

入居期間 ～6ヶ月 6ヶ月～1年 1～5年 5～10年 10～15年 15年～ 

入居者数 ４ ５ １６ ５ １ ０ 

 

（４） 施設、設備等の状況 

建物の構造 
建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物 有 

建築基準法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物 － 

居室の状況 

区分 有無 室数 人数 
居室の床面

積 

居室 あり ３４ 
３４(全室一人時) 

３９(夫婦入居時) 
15～48㎡ 

共用便所の設置数 － 
うち男女別の対応が可能な数 － 

うち車椅子等の対応が可能な数 － 

個室の便所の設置

数 
７ 

個室における便所の設置割合 100% 

うち車椅子等の対応が可能な数 ７ 

浴室の設備状況 

浴室の数 

２ 

個浴 大浴槽 チェア浴  

１ １ １  

大浴槽は炭酸風呂となっており、温熱効果が高い・湯ざめしない等の特徴があ

ります。大浴槽には家庭用のリフト浴を設置しています。 

食堂の設備状況 
入居者の食器を収納する食器棚や、電子レンジ、映画上映などができます。 

入居者が調理を行えるキッチン等は各リビングに設置してあります。 

その他共用施設の

設備状況 
リビング 

キッチン、洗面台、リビングテーブル、椅子、食器棚、冷蔵

庫、電子レンジ、テレビ等 
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洗濯室 全自動洗濯機他 

バルコニー サッシが平らなため車椅子のままでも出ることができます 

喫煙室 椅子、防火用バケツ等 

バリアフリーの対

応状況 

居室、共用部分、バルコニー等含めて全面的に車椅子のまま移動できるように

なっています。 

緊急通報装置の設

置状況 

各居室は室内・トイレ・浴室、共用部ではトイレ・脱衣室・浴室・機械浴室に

設置してあります 

外線電話回線の設

置状況 
各居室にあり、別途 NTTへの申し込みが必要です 

テレビ回線の設置

状況 

各居室に２箇所ずつ口があります。民放２・公共２の計４チャンネルは見るこ

とができますが、CATVの申し込みは別途必要になります。 

施設の敷地に関す

る事項 

敷地の面積 ２，０３０㎡ 

事業所を運営する法人が所有 なし 

賃借 
有、平成 18(2006)年 3月から令和 36(2055)

年 2月までの 50年契約 

施設の建物に関す

る事項 

建物の延床面積 ２，１４４㎡ 

事業所を運営する法人が所有 あり、抵当権の設定あり 

 

（５） 利用者からの苦情に対応する窓口等の状況 

事業主体や施設に

設置ずみ 

窓口の名称 有料老人ホームあんしん村 

担 当 者 名 ホーム長  林 智之 

電 話 番 号 （０７７６）５４－２９３１ 

Ｆ Ａ Ｘ （０７７６）５４－２９５６ 

受 付 時 間 月～金曜日、8:30～17:30、時間外は携帯電話で対応 

上記以外の窓口

(1) 

窓口の名称 福井県国民健康保険連合会 事業課介護保険係 

住 所 〒910-0843 福井市西開発 4 丁目 202‐1 

電 話 番 号 （０７７６）５７－１６１４ 

受 付 時 間 月～金曜日、９～１７時 

上記以外の窓口

(2) 

窓口の名称 福井市役所 介護保険課 

住 所 〒910-0005 福井市大手 3丁目 10－1 

電 話 番 号 （０７７６）２０－５７１５ 

受 付 時 間 月～金曜日、９～１７時 

 

（６） サービスの提供により賠償すべき事故が発生したときの対応 

損害賠償責任保険

の加入状況 

あり、三井住友海上火災保険(株)の補償制度に加入しており、対人補償は 1

億円まで・対物賠償は 1000万円までを補償。 

その他対応など あり、苦情処理細則に基づき「苦情・事故報告書」の作成など 

 

（７） サービスの提供内容に関する特色等 

何事につけても入居者のためになる働きかけをし、一つひとつの動作でもリハビリと考え、介助で

はなくお手伝いさせて頂きます。 

民間の営利法人の良さを生かし、地域のコミュニティスペースとなるカフェを併設してある。 

 

（８） 利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況、料金改定の手続等 

利用者アンケート調査、意見箱等利用者の意見等を把握する取り組みの状況 あり 

第三者による評価の実施状況 なし 
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料金改定の手続き 
福井県における消費者物価指数や人件費、公租公課の変動を勘案し、 

運営懇談会にて意見を聴いた上で改定します。運営懇談会は例年３月開催。 

 

（９） その他 

有料老人ホーム設置時の老人福祉法第２９条第１項に規定する届出 あり 

有料老人ホーム設置運営指導指針の不適合事項 あり 

ありの場合に記入：有料老人ホームに供する建物には、有料老人ホーム事業以外の目的とする抵当

権その他有料老人ホームとしての利用を制限するおそれのある権利が存しないこととしているが、

本施設の建物には根抵当権が設定されている。  

 

５． 利用料金 

（１） 費用の納入方法 

・利用料の内訳は「入居一時金＋月額利用料＋都度払い費用」 

・支払方法は、毎月２０日頃に自動引き落としサービスによる口座から引き落とし、または現金 

 

（２） 費用の支払先 

月額利用料・入居金の月

額支払い 

請求額を現金で持参または、下記口座に振り込み 

福井信用金庫 志比口支店 普通 4126135 

 有限会社あんしん村グループ 代表取締役 林 智之 

入居金の支払い 

 

入居金は金融機関の保全

措置をとっています。 

下記口座に振り込み 

福井信用金庫 志比口支店 普通 6000020 

 有限会社あんしん村グループ 代表取締役 林 智之 

全国で有料老人ホームが一括入居金を受け取りながら倒産する例があり、苦情が多くみ

られる。事業主が倒産しても入居者に入居金が返還されるよう、定期預金とし銀行の保

全措置をとるため。この定期預金は年１回取り崩し、保全する金額で再契約する。 

 

（３） 年齢により一時金の料金が異なる場合：なし 

 

（４） 一時金に関する費用 

A. 居室に要する一時金 

(一般居室や介護居室、共用部分の利用のための家賃相当額に充当されるもの) 
あり 

 

居室 入居人数・状況 室数 金額  

Aタイプ居室 
要介護者１名 

自立１名 

２２ 

(※1) 

１２０万円 

２４０万円 

２万円× ５年 

２万円×１０年 

Bタイプ居室 要介護者１名 ７ ６０万円 1万円× ５年 

Cタイプ居室 

【１名入居】 

要介護者１名 

自立１名 

【２名入居】 

要介護者２名 

要介護者１名・自立者１名 

自立２名 

３ 

 

１２０万円 

２４０万円 

 

１８０万円 

３６０万円 

３６０万円 

 

２万円× ５年 

２万円×１０年 

 

３万円×５年 

３万円×１０年 

３万円×１０年 

Dタイプ居室 同上 
２ 

(※1) 
同上 同上 
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一時金の償却に

関する事項 

(償却期間を超え

ても再度発生す

ることはありま

せん) 

入居をした月 償却の対象とします 

想定居住期間を超え

て契約が継続する場

合に備えて受領する

額と初期償却率(※)  

一人入居時の償却金額(※)と初期償却率 

居室 入居時:自立 入居時:要支援・要介護 

ACD 403,680円、16.8% 268,800円、22.4% 

B 入居不可 222,200円、16.8% 

二人入居時の償却金額(※)と初期償却率 

居室 入居時:右記以外 入居時:要介護２名 

CD 604,800円、22.4% 806,400円、16.8% 
 

償却月数 

(想定居住期間) 

・ 要支援・要介護者は６０ヶ月（５年） 

・ 自立者は１２０ヶ月（１０年） 

・ 要支援・要介護者２名入居は１２０ヶ月（１０年） 

・ その他２名入居は１２０ヶ月（１０年） 
※あんしん村は終身介護付であり、この期間を想定居住期間とし

ています。入居者一人の場合は女性を想定、自立者は 81 才、要

支援・要介護者は 86 才の入居として平均寿命を想定しての設定。 

※二人入居は夫婦を想定しています。要介護２名は男性は 81

才・女性は 86 才を想定、その他２名は男性 76 才・女性 81 才を

想定。 

解約時返還金の算定

方法 

           （償却月数－入居月数） 

（入居一時金－償却金額）×―――――――――― 

                 償却月数 

※償却金額は前述の(※) 

保全措置の実施状況 あり、金融機関による保証があります 

入居３か月以内の退

去について 

入居後３か月以内で退去された場合、全額返金いた

します。ただし、入居金月払いや他の月額利用料(家

賃・管理料・食費その他)は返金の対象になりません。 

入居金を月額で

支払う場合の加

算額 

(償却期間を超え

ても発生します) 

Aタイプ居室 なし(一括のみ) 

Bタイプ居室 要介護者１名で入居の場合   １０，０００円 

Cタイプ居室 
なし(一括のみ) 

Dタイプ居室 

B. 利用者の選定による介護サービス利用料 

(人員配置が手厚い場合の介護サービス) 
なし 

C. 利用者の個別的な選択による介護サービス利用料 あり 

D. その他に要する一時金 なし 

E. 一時金に対する留意事項 なし 
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（５） 介護保険に係るサービス利用料金 

(介護予防特定施設入居者生活介護・特定施設入居者生活介護) 

 種類 [A]通常単位の場合 [B] 短期利用 

月単位又は 30日分 介護費の単位 介護費の単位 

個別機能訓練加算、認知症専門

ケア加算、人員配置が手厚い 
なし なし 

夜間看護師体制加算 270単位 300単位 

医療機関連携加算 100単位、月 1回が限度 なし 

退院時連携加算 30単位/日、30日が限度 なし 

口腔・栄養スクリーニング加算 20単位(６か月に１回) なし 

口腔衛生管理体制加算 30単位 なし 

生活向上機能連携加算 200単位 なし 

サービス提供体制強化加算 540単位(1日 18単位) 540単位 

科学的介護推進体制加算 40単位 なし 

看取り加算 1日 72単位(31日前～45日前) 

1日 144単位(4日前～30日前) 

1日 680単位(2、3日前) 

1日 1280単位(死亡日) 

なし 

介護職員処遇改善加算Ⅰ １２．８％加算 １２．８％加算 

 

（６） サービス単位と利用者負担の目安 

種類 
介護費の単位 

(１日分)*1 

介護費の単位 

(30日分) *2*4 

利用者負担分 

(30日分)*3*4 

 

２割負担 

 

３割負担 

要支援１ 201 単位*4  6,130単位*4  7,738円*4 15,477円*4 23,215円*4 

要支援２ 331 単位*4 10,030単位*4 12,662円*4 25,224円*4 37,986円*4 

要介護１ 569 単位 17,170単位 21,675円 43,351円 65,027円 

要介護２ 636単位 19,180単位 24,213円 48,426円 72,640円 

要介護３ 706単位 21,280単位 26,864円 53,729円 80,593円 

要介護４ 771単位 23,230単位 29,326円 58,652円 87,978円 

要介護５ 840単位 25,300単位 31,939円 63,878円 95,818円 

*1 夜間看護師体制加算(9単位)・サービス提供強化加算(18単位)を含む。R6/4/1変更 

*2処遇改善加算Ⅰ、特定処遇改善加算Ⅰ、ベースアップ等支援加算を含む 

介護費の単位(１日分)×30日分に、医療機関連携加算(100単位/月)を含む。 

  *3 地域区分の福井市として計算 

  *4 短期利用の場合、要支援１・２の利用不可、３１日目の利用は実費(10割負担) 

 

（７）[B]短期利用型との違い 

① 区分支給限度額内に含まれる：通常の短期入所生活介護（ショートステイ）と同様に扱うこ

とで、有料老人ホームに入居を検討する方や、短期利用、施設待ちの方に適用できます。ケア

マネージャと相談し、ケアプランに含めることが要件です。 

② 入居金や家賃などの入居には当たらないため、追加負担がありません。その代わり、管理費

や食費などの保険外の費用負担が発生します。 

③ 病気の対応が十分でない。通常の短期入所生活介護では、体調不良時は原則退所となり、自

宅か入院が一般的です。訪問診療も出来ず、看取りの対応にもならないため注意が必要です。 

 

適用する種類 

□[A]通常単位 

□[B]短期利用 
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（７）介護保険給付以外のサービスに要する費用       令和３(2021)年４月１日改定 

月額利用料 

(おやつ代を除く、 

入居金一括の場合) 

Ａタイプ居室：１６１，７６０円（一人入居、月額、消費税込） 

Ｂタイプ居室：１６１，７６０円（一人入居、月額、消費税込） 

Ｃタイプ居室：１８１，２６０円（一人入居、月額、消費税込） 

       ２９０，３２０円（二人入居、月額、消費税込） 

Ｄタイプ居室：１７０，７６０円（一人入居、月額、消費税込） 

       ２７９，８２０円（二人入居、月額、消費税込） 

 

管理費 

５３，０００円（一人入居） 

２６，５００円（二人入居） 

使途：事務・管理部門・生活支援サービス提供等の人件費、共用施設の維

持管理費、備品・消耗品費等居室以外の諸費、日割り計算あり 

入院中・他施設入所中に契約中も発生。 

普通食 

ミキサー食 

５４，９００円／人(消費税込) ※３食喫食の場合、３０日で計算 

 朝 昼 夜 日額 

一食単価 ５５０円 ６４０円 ６４０円 １８３０円 

欠食減額 １５０円 １７０円 １８０円 ５００円 

※軟飯、お粥、ミキサー、キザミ、カロリー・塩分制限などの対応済み 

※軽減税率８％だが、仕入は光熱費など１０％混合のため 

特別食・ムース食 

医師・社外栄養士の指示を受けて提供する場合 

例：特別な塩分制限、外部の食材と合わせての加工など 

５４，８７０円／人 (消費税込) ※３食喫食の場合、３０日で計算 

 朝 昼 夜 日額 

一食単価 ５７０円 ６４０円 ６４０円 １８５０円 

欠食減額 ２００円 ２２０円 ２３０円 ６５０円 

※固定的に必要な方で、１品・１食だけの場合は算定しません。 

※特別食は、医師・社外栄養士等の指示を受ける。 

※軽減税率８％だが、仕入は光熱費など１０％混合のため 

光熱費 
基本料金１，０００円／月（定額）に加えて 

使用量に応じた実費負担 １ｋｗあたり２２円（メーター計器による） 

水道料 
ＡＢＤ居室：７００円／月（定額） 

Ｃ居室：１２００円（定額）  ※居室のみ契約の場合に発生 

家賃相当額 

Ａタイプ居室： ５１，０００円、日割り計算あり 

Ｂタイプ居室： ５１，０００円、同上 

Ｃタイプ居室： ６５，０００円  

Ｄタイプ居室： ５５，０００円  

レンタル料金 TV、冷蔵庫、布団、駐車場、倉庫等、別途問合せ下さい 

その他 ○おやつ代  ３，６００円／月（日割り計算なし） 

利用者の個別的な選択による 

介護サービス利用料 

後述「介護サービス等一覧表」に記載のとおり。 

介護用品・介護関係消耗品は別途自己負担 

R5/5改定４ 

・医療機関の付添、１時間無料、その後３０分毎 1000 円(入居者１人毎に

発生、夫婦の場合２人と計算) ※協力医療機関も同額 

・看取り日に追加１万円(エンジェルケアやスタッフの時間外対応) 

・２室目利用 2000円／泊、静養室利用 550／泊(３泊以上時) 

・室外収納、１㎡あたり月 3000円、物置や 3F収納など 

・レンタル冷蔵庫小 55/大 110円(日額)、布団・テレビ 55円(日額) 

短期利用 ・日常生活費 日額 3200円、その他食費・おむつ代が発生 
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６． 別紙 

（１） 料金一覧表（比較形式、一人入居の場合） 

 Aタイプ居室 Bタイプ居室 Cタイプ居室 Dタイプ居室 

対応 介護・一般居室 介護居室 介護・一般居室 介護・一般居室 

階・部屋数 ２階・２２室 １階・７室 ３階・３室 ２階・２室 

間取り １Ｋ １Ｋ １ＤＫ １Ｋ 

部屋番号 
201～206,211～218 

222～230(*1) 
101～107 301～303 

208 

221(*2) 

占有面積 
23.78㎡ 

19.8, 20.4㎡(*1) 
16.27㎡ 48.84 ㎡ 

30.57㎡ 

28.20㎡(*2) 

一時入居金 
専用居室・共通部分の維持・管理料及び、施設の建設・維持費用の一部 

消費税はかかりません 

 

要介護者１名 
１２０万円 

(２万円×５年) 

６０万円 

(１万円×５年) 

１２０万円 

(２万円×５年) 

自立者１名 
２４０万円 

(２万円×１０年) 
(入居不可) 

２４０万円 

(２万円×１０年) 

退去時の 

返還金 

○要支援・要介護者が入居の場合は５年を償却期間とします。 

○自立者が入居の場合は１０年を償却期間とします。 

例: 償却期間が５年の場合         ※償却金額は p9を参照。 

（入居一時金－償却金額）÷60ヶ月×(60ヶ月－入居月数) 

○居室を変更(例:Ａ→Ｂ)などの場合、差額を返金・請求いたします 

月額で支払う

場合 
なし(一括のみ) 10,000円 なし(一括のみ) 

月額利用料    

 

管理費 53,000円 

食費 
54,900円 軽減税率 8% 

特別食による加算、欠食による減額あります。詳細は p11参照 

光熱費 
基本料金 1,000円/月(定額)に加えて使用量に応じた実費負担 

(メーターはトイレ上部にあります) 

水道料(定額) 700円/月 1,200 円/月 700円/月 

電話料 実費負担(希望者のみ取り付け) 

家賃相当額 51,000円 51,000円 65,000 円 55,000円 

レンタル料 TV、冷蔵庫、布団、駐車場、倉庫等、別途問合せ下さい 

その他 おやつ代 3,600円/月 

合計金額例  

 

入居金一括 164,200円 164,200円 178,700円 168,200円 

(同、食事なし) (109,300円) (109,300円) (123,800円) (113,300円) 

入居金月払 

(同、食事なし) 
同上 

174,200円 

(119,300円) 
同上 同上 

介護保険の利用料 月額利用料の他に、別途介護サービス利用料が必要になります 
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（２） 料金一覧表（比較形式、二人入居の場合） 

 Aタイプ居室 Bタイプ居室 Cタイプ居室 Dタイプ居室 

対応 － － 一般居室 一般居室 

階・部屋数 － － ３階・３室 ２階・２室 

間取り － － １ＤＫ １Ｋ 

部屋番号 － － 301～303 
208 

221(*2) 

占有面積 － － 48.84 ㎡ 
30.57㎡ 

28.20㎡(*2) 

一時入居金 
専用居室・共通部分の維持・管理料及び、施設の建設・維持費用の一部 

消費税はかかりません 

 

要介護者２名 － － １８０万円 (３万円×５年) 

その他２名 － － ３６０万円 (３万円×１０年) 

退去時の 

返還金 

○要支援・要介護者２名が入居の場合は５年を償却期間とします。 

○その他２名が入居の場合は１０年を償却期間とします。 

例: 償却期間が５年の場合         ※償却金額は p9を参照。 

（入居一時金－償却金額）÷60ヶ月×(60ヶ月－入居月数) 

○居室や人数を変更(例:A→B)などの場合、差額を返金いたします。 

月額で支払う

場合 
－ － なし(一括のみ) 

月額利用料    

 

管理費 － － 79,500 円(53,000円＋26,500円) 

食費 
－ － 

109,800円(54,900円×２人) 

軽減税率 8% 

ミキサー食・特別食による加算、欠食による減額あります。詳細は p11参照 

光熱費 
基本料金 1,000円/月(定額)に加えて使用量に応じた実費負担 

(メーターはトイレ上部にあります) 

水道料  1,200円/月(定額) 700円/月(定額) 

電話料 実費負担(希望者のみ取り付け) 

家賃相当額 － － 65,000 円 55,000円 

レンタル料 TV、冷蔵庫、布団、駐車場、倉庫等、別途問合せ下さい 

その他 おやつ代 7,200円(3,600ｘ２人) 

合計金額例  

 

入居金一括 
－ － 

263,700円 253,200円 

(同、食事なし) (153,900円) (143,400円) 

入居金月払 
－ － 同上 同上 

(同、食事なし) 

介護保険の利用料 月額利用料の他に、別途介護サービス利用料が必要になります 
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（３） サービス一覧（自立の方、特定施設を利用しない） 

身体の状況 自立、特定外の方 

サービスの種類内容 月額利用料に含むサービス 都度徴収、特定外の方 

A.介護サービス 

○巡回 

 ・昼(9 時～17 時) 

 ・夜間(17 時～9 時) 

 

２時間毎に巡回 

３時間毎に巡回 

 

－ 

－ 

○食事介助 － (介護保険など利用) 

○排泄 

 ・排泄介助・おむつ交換 

 ・おむつ代 

 

－ 

－ 

 

(介護保険など利用) 

実費徴収 

○入浴 

 ・清拭 

 ・一般浴介助・特浴介助 

 

－ 

－ 

 

(介護保険など利用) 

(介護保険など利用) 

○身辺介助 

 ・体位交換 

 ・居室からの移動 

 ・更衣・身だしなみ介助 

 

－ 

－ 

－ 

 

(介護保険など利用) 

(介護保険など利用) 

(介護保険など利用) 

○機能訓練 週３回までの日常リハビリ 左記を超える毎に５００円／１回 

○通院の付添・送迎 

 ・協力医療機関 

 ・協力医療機関外 

 

○通院・薬受取代行 

 

 

付添は最初の１時間は無料 

同 

 

協力医療機関・協力薬局のみ 

 

 

送迎は介護タクシーや介護保険利用 

左記を超えて 1000 円／30分毎／１人 

 

または居宅療養管理指導利用 

 

○緊急時ナースコール対応 ２４時間対応 － 

B.生活サービス 

○家事 

 ・清掃 

 ・洗濯 

 

○居室配膳・下膳 

○理美容 

○代行 

 ・買い物 

・役所手続き 

 

週１回（簡易清掃） 

月８回 

 

－ 

－ 

 

週１回指定日 

月１回指定日 

 

左記を超える毎に３００円／１回 

３００円／１回 

 (家事は介護保険など利用可) 

３００円／１回(病気の場合を除く) 

実費 

 

左記を超える毎に５００円／１回 

左記を超える毎に５００円／１回 

C.健康管理サービス 

 ・健康診断、健康管理 

 ・医師の往診・依頼 

年・月１回、随時 

－ 

左記を超える場合は実費 

必要に応じ随時 

D.入退院・入院中の提供サービス 

 ・連携、連絡 

 ・医療費 

 ・付添サービス 

 ・お見舞い、洗濯物回収等 

会議の参加、家族との連絡 

－ 

入退院時の付添 

週１回の通い 

－ 

医療保険制度での自己負担分 

送迎は介護タクシーを利用 

洗濯回数超過は前述のとおり 

E.その他のサービス 看取り対応(発生時に発生日１万円)、２室目利用(日額 2000 円)、 

静養室の 3 日以上利用(日額 550 円)、TV・冷蔵庫・布団などのレンタル、そ

の他、お問合せ下さい 
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（４） 特定施設の介護サービス一覧（要支援１・２、要介護１・２の方の場合） 

身体の状況 要支援１・要支援２・要介護１・要介護２ 

サービスの種類内容 月額利用料に含むサービス その都度徴収するサービス 

A.介護サービス 

○巡回 

 ・昼(9 時～17 時) 

 ・夜間(17 時～9 時) 

 

２時間毎に巡回 

３時間毎に巡回 

 

－ 

－ 

○食事介助 必要時、援助・一部介助 － 

○排泄 

 ・排泄介助・おむつ交換 

 ・おむつ代 

 

必要に応じ援助・一部介助 

必要に応じ援助・一部介助 

 

－ 

実費徴収 

○入浴 

 ・清拭 

 ・一般浴介助・特浴介助 

 

必要に応じて援助・一部介助 

週２回入浴時に援助・一部介助 

 

－ 

介助が必要な時に３００円／３０分 

○身辺介助 

 ・体位交換 

 ・居室からの移動 

 ・更衣・身だしなみ介助 

 

－ 

必要に応じ援助・一部介助 

必要に応じ援助・一部介助 

 

－ 

－ 

－ 

○機能訓練 週３回までの日常リハビリ － 

○通院の付添・送迎 

 ・協力医療機関 

 ・協力医療機関外 

 

○通院・薬受取代行 

 

 

付添は最初の１時間は無料 

同 

 

協力医療機関・協力薬局のみ 

 

 

送迎は介護タクシーや介護保険利用 

左記を超えて 1000円／30分毎／１人 

 

または居宅療養管理指導利用 

 

○緊急時ナースコール対応 ２４時間対応 － 

B.生活サービス 

○家事 

 ・清掃 

 

 ・洗濯 

○居室配膳・下膳 

○理美容 

○代行 

 ・買い物 

・役所手続き 

 

週２回の援助・一部介助 

（簡易清掃・整理整頓） 

月８回の援助・一部介助 

－ 

－ 

 

週１回指定日 

月１回指定日 

 

左記を超える毎に３００円／１回 

 

左記を超える毎に３００円／１回 

３００円／１回(病気の場合を除く) 

実費 

 

左記を超える毎に５００円／１回 

左記を超える毎に５００円／１回 

C.健康管理サービス 

 ・健康診断、健康管理 

 ・医師の往診・依頼 

年・月１回、随時 

－ 

左記を超える場合は実費 

必要に応じ随時 

D.入退院・入院中の提供サービス 

 ・連携、連絡 

 ・医療費 

 ・付添サービス 

 ・お見舞い、洗濯物回収等 

会議の参加、家族との連絡 

－ 

入退院時の付添 

週１回の通い 

－ 

医療保険制度での自己負担分 

送迎は介護タクシーを利用 

洗濯回数超過は前述のとおり 

E.その他のサービス ２室目利用(日額 2000 円)、静養室の３泊を超えて利用(日額 550 円) 

TV・冷蔵庫・布団などのレンタル、その他、お問合せ下さい 
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（５） 特定施設の介護サービス一覧（要介護３～５の方の場合） 

身体の状況 要介護３・要介護４・要介護５ 

サービスの種類内容 月額利用料に含むサービス その都度徴収するサービス 

A.介護サービス 

○巡回 

 ・昼(9 時～17 時) 

 ・夜間(17 時～9 時) 

 

２時間毎に巡回 

３時間毎に巡回 

 

－ 

－ 

○食事介助 食事の都度 － 

○排泄 

 ・排泄介助・おむつ交換 

 ・おむつ代 

 

必要時または４時間毎 

－ 

 

－実費徴収 

○入浴 

 ・清拭 

 ・一般浴介助・特浴介助 

 

 

入浴日または週３回タオルで清拭 

一般浴か特浴を週２回、 

または必要時 

 

－ 

介助が必要な時に３００円／３０分 

 

○身辺介助 

 ・体位交換 

 ・居室からの移動 

 ・更衣・身だしなみ介助 

 

巡回の都度および随時のおむつ交換時 

歩行器や車椅子等歩行状態に合わ

せた移動を介助 

毎朝夕・入浴時に全面介助 

毎朝夕・入浴時に全面介助 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

○機能訓練 週３回までの日常リハビリ － 

○通院の付添・送迎 

 ・協力医療機関 

 ・協力医療機関外 

 

○通院・薬受取代行 

 

付添は最初の１時間は無料 

同 

 

協力医療機関・協力薬局のみ 

 

送迎は介護タクシーや介護保険利用 

左記を超えて 1000円／30分毎／１人 

 

または居宅療養管理指導利用 

○緊急時ナースコール対応 ２４時間対応 － 

B.生活サービス 

○家事 

 ・清掃 

 

 ・洗濯 

○居室配膳・下膳 

○理美容 

○代行 

 ・買い物 

・役所手続き 

 

週２回 

（簡易清掃・整理整頓） 

月８回 

食事の都度 

－ 

 

週１回指定日 

月１回指定日 

 

左記を超える毎に３００円／１回 

 

左記を超える毎に３００円／１回 

－ 

実費 

 

左記を超える毎に５００円／１回 

左記を超える毎に５００円／１回 

C.健康管理サービス 

 ・健康診断、健康管理 

 ・医師の往診・依頼 

年・月１回、随時 

－ 

左記を超える場合は実費 

必要に応じ随時 

D.入退院・入院中の提供サービス 

 ・連携、連絡 

 ・医療費 

 ・付添サービス 

 ・お見舞い、洗濯物回収等 

会議の参加、家族との連絡 

－ 

入退院時の付添 

週１回の通い 

－ 

医療保険制度での自己負担分 

送迎は介護タクシーを利用 

洗濯回数超過は前述のとおり 

E.その他のサービス ２室目利用(日額 2000 円)、静養室の３泊を超えて利用(日額 550 円) 

TV・冷蔵庫・布団などのレンタル、その他、お問合せ下さい 
 

 


